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第　 7 1 　号

　　　熊本県港湾管理条例の一部を改正する条例の制定について

　熊本県港湾管理条例の一部を改正する条例を次のように制定することとする。

　　令和 4年 2月 1 8 日提出

� 熊本県知事　蒲　島　郁　夫　　　

　　　熊本県港湾管理条例の一部を改正する条例

　熊本県港湾管理条例（昭和 4 1 年熊本県条例第 4 2 号）の一部を次のように改正する。

　　　　　　「

　別表第 1中

　　　　「

　　　
を
　　

　　」

くん

蒸上

屋

熊本港 1室当たり

1日までご

とにつき

9， 9 0 0 0 0 附属の電気施設を使

る場合は、実費を別

収する。
その他の港湾 1平方メー

トル当たり

1日までご

とにつき

1 1 7 7 1 　くん蒸施設を使

てくん蒸する場合は

ん蒸施設の 1の区画

部の面積を使用する

として、面積を計算

。

2　附属の電気施設

用する場合は、実費

途徴収する。　　　

用す

途徴

用し

、く

の全

もの

する

を使

を別

くん

蒸上

屋

熊本港 1室当たり

1日までご

とにつき

9， 9 0 0 0 0 附属の電気施設を使用す

る場合は、実費を別途徴

収する。

その他の港湾 1平方メー

トル当たり

1日までご

とにつき

1 1 7 7 1 　くん蒸施設を使用し

てくん蒸する場合は、く

ん蒸施設の 1の区画の全

部の面積を使用するもの

として、面積を計算する

。

2　附属の電気施設を使

用する場合は、実費を別

途徴収する。

小口貨物積替上屋 1平方メー

トル当たり

1日までご

2 9 0 0 附属の電気施設を使用す

る場合は、実費を別途徴

収する。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

に改める。

　　　附　則

　この条例は、令和 4年 7月 1日から施行する。

　（提案理由）

　八代港の施設整備に伴い、使用料の規定を整備する必要がある。

　これが、この条例案を提出する理由である。

とにつき


